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中小企業を対象に企業の代表者等をかたってメール
を送り、指定の口座に高額の現金を振り込ませる詐欺が
全国的に発生しています。

👉 手口としては・・・

・ 振込権限を持っている担当者を含めたＳＮＳグループ
を作成させる。

・ 作成したＳＮＳグループでやりとりし、指定した口座に
事業資金等の名目で高額の現金を送金させる。

○ホームページ等に会社代表者等の名前やメールアドレス
が掲載されている場合、第三者でも代表者等の名前をかた
ることが可能です。
○知らないメールアドレスからのメールには注意しましょう。
○会社の代表者等をかたっている場合でも、把握している
連絡先に直接連絡をして確認をしましょう。

・中小企業等の社用メールに実在する企業の代表者等
をかたって（取引先をかたる場合も）メールを送りつける。


